
  

 

平成２９年１月３１日 

総合政策局物流政策課 
 

改正物流総合効率化法に基づく計画の認定について 
～発地側での事前仕分け（スマート納品）を活用した鉄道貨物輸送へのモーダルシフト～ 

 

 

国土交通省は、佐川急便(株)及びＳＧフィルダーから申請のありました総合効率

化計画について、改正物流総合効率化法第４条第４項の規定により認定しました。 

今回認定したスマート納品(※)を活用した効率的な輸送を実施する計画を含め、

昨年 10 月の法改正後に認定された計画は 11 件になりました。 

 

 

国土交通省では、労働力不足への対応や環境負荷低減への取組を進めるため、昨

年 10 月に改正された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」に基づ

き、関係者が連携して物流の総合化・効率化を推進する取組みを幅広く支援してお

ります。 

 

今般、申請がありました計画（詳細別紙）は、納品物の事前仕分け（スマート納

品）の拠点を変更することで鉄道輸送へのモーダルシフトを可能とすること等によ

り、効率的且つ環境負荷の低い輸送を実施する内容となっています。これらの取組

みは、トラックドライバーの運転時間削減等の省力化がなされ、二酸化炭素排出量

が削減されることから総合効率化計画として認定しました。 

 

【事業概要】 

事業名：スマート納品を活用した高付加価値で効率的な輸送 

実施事業者：佐川急便株式会社（株）、ＳＧフィルダー（株） 

事業内容：別紙参照 

 

 
（※） 

荷受人に配送する荷物について、納品前にあらかじめ輸送事業者において、①希望する時間帯別、

②ロケーション別等に仕分けを実施して納品するサービス（佐川急便(株)の営業所等を利用）。 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省総合政策局物流政策課 伊東、富田、堀 

代 表：03-5253-8111（内線 53-315、25-402､53-334）  

直 通：03-5253-8799 ＦＡＸ：03-5253-1559 

 


